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加
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 み
ん
な
の
お
で
か
け
マ
ッ
プ
２
０

１
４
年
版
を

配
布
し
て
い
ま
す

　
外
出
支
援
情
報
冊
子
「
み
ん
な

の
お
で
か
け
マ
ッ
プ
２
０
１
４
年

版
」
は
、
み
ん
な
の
ト
イ
レ
や
車

い
す
対
応
駐
車
場
な
ど
が
整
備
さ

れ
た
約
６
８
０
か
所
の
お
店
や
施

設
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
が
利
用

し
や
す
い
タ
ク
シ
ー
・
福
祉
輸
送

事
業
者
の
紹
介
、
市
内
全
　
駅
周

１０

辺
地
図
等
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
福
祉
総
務
課
（
市
庁
舎
７
階
）、

各
市
民
セ
ン
タ
ー
、
各
子
ど
も
セ

ン
タ
ー
、
各
市
立
図
書
館
等
で
配

布
し
て
い
ま
す
。

　
市
内
の
お
で
か
け
に
ご
利
用
下

さ
い
。

問
福
祉
総
務
課
辺
７
２
４
・
２
１

３
３
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
０

９
２
８

成
年
後
見
制
度
利
用
支
援

　
市
で
は
、
市
長
申
立
の
方
以
外

に
成
年
後
見
制
度
の
利
用
が
必
要

な
方
で
、
申
立
費
用
及
び
後
見
人

等
へ
の
報
酬
の
支
払
い
が
困
難
な

場
合
、
そ
の
費
用
を
助
成
し
ま

す
。

【
申
立
費
用
の
助
成
】

対
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
申
立

人
と
な
る
方
　
①
生
活
保
護
を
受

給
中
、
ま
た
は
準
じ
て
い
る
②
申

立
対
象
者
の
住
民
票
が
町
田
市
に

あ
る
③
自
身
に
つ
い
て
申
し
立
て

を
行
う
④
申
請
日
の
翌
月
末
ま
で

に
必
ず
家
庭
裁
判
所
へ
法
定
後
見

の
申
し
立
て
を
行
う

内
申
し
立
て
後
に
、
申
立
費
用
の

う
ち
、
診
断
書
料
・
収
入
印
紙
代

・
鑑
定
費
用
を
助
成
（
予
算
の
範

囲
と
な
る
た
め
、
予
算
額
に
達
し

た
場
合
は
受
付
終
了
）

【
報
酬
費
用
の
助
成
】

対
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
被
後

見
人
等
の
方
　
①
住
民
票
が
町
田

市
に
あ
る
②
生
活
保
護
を
受
給

中
、
ま
た
は
準
じ
て
い
る
③
直
近

１
年
間
以
内
の
分
の
報
酬
付
与
を

　
月
８
日
～
　
日
の
間
に
、
必
ず

１２

２８

家
庭
裁
判
所
へ
申
し
立
て
を
行
う

④
他
の
助
成
の
対
象
と
な
ら
な
い

内
報
酬
費
用
を
被
後
見
人
等
へ
助

成
（
予
算
の
範
囲
と
な
る
た
め
、

該
当
者
の
人
数
に
よ
り
金
額
が
変

動
）

◇

申
　
月
　
日
ま
で
（
必
着
）

１１

２８

※
申
し
込
み
の
前
に
、
必
ず
福
祉

総
務
課
へ
ご
相
談
下
さ
い
。

問
福
祉
総
務
課
辺
７
２
４
・
２
５

３
７
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
０

９
２
８

　
歳
以
上
の
方
に
ご
み
の
指
定
収

７０集
袋
を無

料
配
布
し
ま
す

　
　
歳
以
上
の
方
に
、
経
済
的
負

７０

担
を
軽
減
す
る
た
め
、
一
定
枚
数

の
指
定
収
集
袋
を
配
布
し
ま
す
。

対
市
内
在
住
で
、
４
月
１
日
現
在

　
歳
以
上
の
方

７０※
４
月
２
日
以
降
、
町
田
市
に
在

住
し
て
い
な
い
方
、
市
外
に
転
出

し
た
方
、
生
活
保
護
受
給
者
は
該

当
し
ま
せ
ん
。

内
燃
や
せ
る
ご
み
専
用
袋
（
小
袋

　
枚
＋
中
袋
　
枚
）、
燃
や
せ
な

２０

４０

い
ご
み
専
用
袋
（
中
袋
　
枚
）、

１０

合
計
１
人
あ
た
り
年
間
　
枚
を
配

７０

布※
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員

が
、
５
月
７
日
～
６
月
　
日
の
間

３０

に
お
届
け
し
ま
す
。
受
け
取
り
の

際
に
は
、
受
領
印
ま
た
は
サ
イ
ン

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
受
け
取
り
を
辞
退
す
る
方
は
配

布
時
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

【
配
布
後
の
交
換
に
つ
い
て
】

　
配
布
さ
れ
た
ご
み
袋
の
交
換
を

希
望
す
る
方
は
未
開
封
の
状
態

（
　
枚
単
位
）
で
、
高
齢
者
福
祉

１０課
（
市
庁
舎
１
階
）、
ま
た
は
ま

ち
だ
エ
コ
ラ
イ
フ
推
進
公
社
（
下

小
山
田
町
、
町
田
リ
サ
イ
ク
ル
文

化
セ
ン
タ
ー
３
階
）
へ
お
持
ち
下

さ
い
（
受
付
時
間
＝
平
日
の
午
前

８
時
　
分
～
午
後
５
時
、
ま
ち
だ

３０

エ
コ
ラ
イ
フ
推
進
公
社
は
土
曜
日

も
受
け
付
け
）。
申
請
書
に
記
入

後
、
等
量
交
換
を
行
い
ま
す
。

※
ご
み
袋
の
配
布
状
況
等
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
は
、
ご
み
袋
配
布

事
務
局
（
辺
７
１
０
・
７
１
０
１
、

町
田
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

内
）
へ
。

問
高
齢
者
福
祉
課
辺
７
２
４
・
２

１
４
１
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

６
１
８
０

み
ん
な
で
　
歳
脳
力
ア
ッ
プ
～
地

１０

域
型認

知
症
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム

対
忠
生
第
１
高
齢
者
支
援
セ
ン
タ

ー
担
当
地
域
（
図
師
町
、
下
小
山

田
町
、
忠
生
、
矢
部
町
、
小
山
田

桜
台
、
常
盤
町
、
根
岸
町
、
根
岸
）

に
お
住
ま
い
の
　
歳
以
上
の
方

６５

日
事
前
講
演
会
＝
５
月
　
日
１９

（
月
）、
プ
ロ
グ
ラ
ム
＝
５
月
　２６

日
、
６
月
２
日
、
９
日
、　
日
、

１６

　
日
＝
い
ず
れ
も
月
曜
日
午
前
　

２３

１０

時
～
正
午

場
ふ
れ
あ
い
桜
館

内
事
前
講
演
会
＝
認
知
症
を
予
防

す
る
た
め
の
生
活
習
慣
等
に
つ
い

て
、
脳
の
健
康
度
テ
ス
ト
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
＝
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
習
慣

化
の
た
め
の
知
識
や
方
法
を
学
ん

で
体
験

講
（
特
）
認
知
症
予
防
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
職
員
　
他

費
９
０
０
円

申
５
月
　
日
ま
で
に
電
話
で
忠
生

１２

第
１
高
齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
。

問
当
日
に
つ
い
て
＝
忠
生
第
１
高

齢
者
支
援
セ
ン
タ
ー
辺
７
９
７
・

８
０
３
２
、
地
域
型
認
知
症
予
防

プ
ロ
グ
ラ
ム
全
般
に
関
す
る
こ
と

＝
高
齢
者
福
祉
課
辺
７
２
４
・
２

１
４
６
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

６
１
８
０

基
礎
介
護
技
術
講
習
会

対
市
内
在
住
の
①
家
庭
で
介
護
を

し
て
い
る
方
②
介
護
職
に
就
労
し

た
い
、
ま
た
は
関
心
の
あ
る
方
③

現
在
介
護
の
仕
事
を
し
て
い
て
基

本
を
学
び
た
い
方

日
５
月
　
日
（
日
）
午
後
１
時
～

２５

５
時
 

場
（
社
福
）
賛
育
会
清
風
園

内
認
知
症
の
基
礎
知
識
に
関
す
る

講
義
、
移
動
・
移
乗
介
助
、
排
泄

介
助
の
実
技
演
習

講
東
京
都
介
護
福
祉
士
会

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

４０
費
③
の
み
２
０
０
０
円
（
会
員
事

業
所
職
員
は
１
０
０
０
円
）

申
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明

示
し
、
５
月
　
日
午
後
５
時
ま
で

１６

に
、
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
町
田

市
介
護
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー（
辺

７
２
７
・
０
２
１
１
返
７
２
７
・

０
２
７
１
）
へ
。

※
車
で
の
来
場
希
望
者
は
、
申
し

込
み
時
に
そ
の
旨
を
明
示
し
て
下

さ
い
。

問
高
齢
者
福
祉
課
辺
７
２
４
・
４

０
４
８
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

６
１
８
０

福

祉

講

座

【
高
次
脳
機
能
障
が
い
者
の
精
神

症
状
へ
の
対
応
】

　
高
次
脳
機
能
障
が
い
に
精
通
し

た
医
師
か
ら
、
基
礎
知
識
・
対
応

に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

日
５
月
　
日
（
日
）
午
後
１
時
　

２５

３０

分
か
ら

場
市
庁
舎
３
階
会
議
室
３
―
１

講
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
セ
ン
タ
ー
医
師
・
先
崎
章
氏

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

６０

申
氏
名
・
電
話
番
号
を
明
示
し
、

５
月
　
日
ま
で
に
、
電
話
ま
た
は

２０

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
ひ
か
り
療
育
園
（
辺
７

９
４
・
０
７
３
３
返
７
９
４
・
０

７
７
２
）
へ
。

「
健
寿
の
駅
」
町
田

会

員

募

集

　（
特
）
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
の

健
寿
の
駅
推
進
協
議
会
が
運
営
す

る
「
健
寿
の
駅
」
は
、
多
機
能
歩

数
計
を
使
っ
て
、
自
然
に
歩
く
習

慣
が
身
に
付
く
健
康
増
進
活
動
の

交
流
拠
点
で
す
。

対
　
歳
以
上
の
方

６０
会
員
費
用
入
会
金
５
０
０
円
、
月

会
費
１
０
０
０
円

【
新
会
員
募
集
説
明
会
を
行
い
ま

す
】

日
５
月
８
日
（
木
）、　
日
（
火
）、

２０

い
ず
れ
も
午
後
１
時
　
分
か
ら
１

１５

時
間
程
度

場
わ
く
わ
く
プ
ラ
ザ
町
田

定
各
　
人
（
申
し
込
み
順
）

５０

申
電
話
で
「
健
寿
の
駅
」（
辺
０

９
０
・
２
２
５
２
・
７
５
１
７
）

へ
。

問
高
齢
者
福
祉
課
辺
７
２
４
・
２

１
４
６
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

６
１
８
０

都
営
住
宅
入
居
者
募
集

【
一
般
公
募
（
家
族
向
・
単
身
者

向
）、
定
期
使
用
住
宅
（
若
年
フ

ァ
ミ
リ
ー
向
）、
定
期
使
用
住
宅

（
多
子
世
帯
向
）、
若
年
フ
ァ
ミ
リ

ー
向
】

　
募
集
ご
と
に
応
募
資
格
が
異
な

り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
募
集
案
内

を
ご
覧
下
さ
い
。
募
集
案
内
は
５

月
７
日
～
　
日
に
、
東
京
都
住
宅

１５

供
給
公
社
町
田
窓
口
セ
ン
タ
ー
、

市
庁
舎
（
１
階
総
合
案
内
所
）、

各
市
民
セ
ン
タ
ー
、
町
田
・
鶴
川

・
南
町
田
の
各
駅
前
連
絡
所
、
木

曽
山
崎
・
玉
川
学
園
の
各
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
配
布
し
ま

す
。

※
各
施
設
で
開
所
日
時
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
ご
確
認
下
さ
い
。

※
申
込
書
等
は
東
京
都
住
宅
供
給

公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
、
配

布
期
間
中
に
限
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

申
５
月
　
日
ま
で
（
必
着
）
に
、

１９

郵
送
で
渋
谷
郵
便
局
へ
。

問
建
物
住
宅
対
策
課
辺
７
２
４
・

４
２
６
９
返
０
５
０
・
３
１
６
１

・
６
１
０
９
、
東
京
都
住
宅
供
給

公
社
都
営
住
宅
募
集
セ
ン
タ
ー
辺

０
５
７
０
・
０
１
０
・
８
１
０

赤
十
字
の
活
動
に
ご
協
力
下
さ
い

５
月
は
赤
十
字
運
動
月
間

　
赤
十
字
運
動
月
間
に
あ
た
り
、

町
内
会
・
自
治
会
の
方
が
赤
十
字

の
協
賛
委
員
と
し
て
、
皆
さ
ん
の

ご
家
庭
に
活
動
資
金
の
ご
協
力
の

お
願
い
に
伺
い
ま
す
。
ご
理
解
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
福
祉
総
務
課
辺
７
２
４
・
２
５

３
７
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
０

９
２
８

　
児
童
育
成
手
当
は
、
５
月
１
日

か
ら
新
年
度
の
申
請
を
受
け
付
け

ま
す
。

　
新
年
度
の
資
格
は
、
２
０
１
４

年
度
（
２
０
１
３
年
中
）
の
所
得

で
審
査
し
ま
す
。
前
年
度
は
所
得

超
過
で
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
方

や
、
ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
方
等

で
支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
は
申

請
し
て
下
さ
い
。

　
制
度
の
概
要
、
所
得
限
度
額

は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。

※
２
０
１
４
年
１
月
２
日
以
降
に

町
田
市
に
転
入
し
た
方
は
、
２
０

１
４
年
度
の
所
得
証
明
書
（
区
市

町
村
に
よ
っ
て
名
称
が
異
な
る
）

が
必
要
で
す
。
２
０
１
４
年
１
月

１
日
に
住
民
登
録
し
て
い
た
区
市

町
村
か
ら
お
取
り
寄
せ
下
さ
い
。

※
所
得
証
明
書
等
の
添
付
書
類

は
、
申
請
後
の
提
出
も
可
能
で

す
。

児
童
育
成
手
当

該
当
す
る
方
は
申
請
を

児
童
育
成
手
当

該
当
す
る
方
は
申
請
を

子
ど
も
総
務
課
　
７
２
４・
２
１
４
３
　
０
５
０・
３
１
０
１・
８
３
７
７

問

辺辺

返

堺
・
鶴
川
・
鶴
川
駅
前
の
各
図

書
館
は臨

時
休
館
し
ま
す

　
２
０
１
５
年
３
月
に
予
定
し

て
い
る
新
し
い
図
書
館
サ
ー
ビ

ス
開
始
に
伴
い
、
Ｉ
Ｃ
タ
グ
等

の
貼
付
作
業
等
の
た
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手当の種類と対象等
申請に必要なもの支給月額対　象　名　称

請求者及び児童の
戸籍謄本、請求者
の振込先が分かる
もの

１万３５００円
（請求翌月から）

１９９６年４月２日以降に
生まれた児童を養育し
ている、ひとり親家庭
または父か母が重度の
障がいを有する家庭

児童育成手当
（育成手当）

障がいの状況が分
かるもの（手帳ま
たは所定の診断
書）、請求者の振込
先が分かるもの

１万５５００円
（請求翌月から）

身体障害者手帳１・２
級、愛の手帳１～３度、
脳性まひ、進行性筋萎
縮症のいずれかに該当
する２０歳未満の児童を
養育している方

児童育成手当
（障害手当）

２０１４年度（２０１３年中）所得限度額表
所得限度額扶養親族等の数
３６８万４０００円０人
４０６万４０００円１人
４４４万４０００円２人
４８２万４０００円３人

１人増えるごとに３８万円加算
（前年度と同額）

※所得（給与所得者は給与
所得控除後の額）から控
除可能なものを控除して
所得を審査します。控除
可能なものについては、
子ども総務課へお問い合
わせ下さい。

※上記の所得限度額は、一
律控除額８万円を加算し
て表示しています。


